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知
ら
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（
町
民
税
務
課
）

　
国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
直
接
天
引
き
）
に
よ
り

納
付
を
い
た
だ
い
て
い
る
方
は
、
申

し
出
に
よ
り
支
払
い
方
法
を
口
座
振

替
へ
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
申
し
出
の
時
期
に
よ
り
特

別
徴
収
か
ら
の
切
替
時
期
が
変
わ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
す
で
に
申
し
出
を
さ
れ
て

い
る
方
は
手
続
き
の
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

国
民
健
康
保
険
税
の
支
払
い

方
法
の
変
更
に
つ
い
て

 

（
生
活
安
全
課
）

　
毎
年
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
道
路

上
に
木
の
枝
や
竹
等
が
伸
び
、
交
通

標
識
や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
な
ど
に
覆
い

被
さ
り
、
道
路
の
見
通
し
が
悪
く
な

り
、
交
通
安
全
上
非
常
に
危
険
に
な

り
ま
す
。

　
道
路
に
面
し
た
宅
地
や
山
林
の
土

地
所
有
者
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
交

通
安
全
確
保
の
た
め
、
道
路
に
伸
び

出
た
木
の
枝
や
竹
等
の
こ
さ
切
り
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
度
も
境
地
区
交
通
安

全
協
会
五
霞
支
部
並
び
に
境
警
察
署

に
よ
る
『
交
通
安
全
危
険
箇
所
の
確

認
作
業
』
を
８
月
３
日
(日)
に
実
施
し

ま
す
。

　
当
日
の
主
な
活
動
は
、
町
内
を
巡

視
し
、
交
通
標
識
や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー

等
の
交
通
施
設
の
設
置
・
破
損
状
況

を
確
認
す
る
こ
と
で
す
が
、
木
の
枝

や
竹
等
の
伸
び
出
し
に
お
け
る
交
通

危
険
箇
所
が
あ
っ
た
際
は
、
土
地
所

有
者
の
方
に
連
絡
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
安
心
Ｇ

　

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

町
内
交
通
危
険
箇
所
確
認
作

業
の
実
施
に
つ
い
て

 

（
町
民
税
務
課
）

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

に
土
地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
方

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
今
年
中
に
家
屋

等
を
取
り
壊
し
た
り
、
新
築
・
増
築

を
予
定
し
て
い
る
方
（
ま
た
は
お
済

み
の
方
）
は
、
お
早
め
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

 

（
町
民
税
務
課
）

　
こ
の
制
度
は
、
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
が
、
月
に
支
払
う
治
療

費
や
入
院
時
の
食
事
代
を
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
に
と
ど
め
る
も
の
で
す
。

　
世
帯
の
所
得
状
況
を
判
定
し
、
対

象
と
な
る
方
に
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
交
付
し

ま
す
。（
世
帯
の
中
に
住
民
税
が
課
税

さ
れ
て
い
る
方
が
い
る
場
合
は
、
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

○
申
請
　
町
民
税
務
課
②
窓
口

○
持
参
す
る
も
の

　
保
険
証
、
印
鑑

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

取
り
壊
し
、新
築
・
増
築
し
た

家
屋
等
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

後
期
高
齢
者
医
療
の
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
に
つ
い
て

 

（
町
民
税
務
課
）

　
６
月
に
新
し
い
○福
受
給
者
証
の
更

新
（
小
児
・
妊
産
婦
を
除
く
）
を
行

い
ま
し
た
。
ま
だ
手
続
き
が
お
済
み

で
な
い
方
は
、
医
療
費
の
給
付
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

速
や
か
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

 

（
健
康
福
祉
課
）

　
茨
城
県
で
は
、
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
の
就
労
を
支
援

す
る
た
め
、【
母
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
策
定
事
業
】
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
就
労
や
転
職
に
あ
た
り
、
母
子
自

立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
員
が
個
別

の
状
況
に
応
じ
て
就
労
に
向
け
た
計

画
を
策
定
し
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
と

の
連
携
を
と
り
な
が
ら
自
立
を
サ
ポ

ー
ト
す
る
事
業
で
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

○福
受
給
者
証
の
更
新
は

お
済
み
で
す
か
？

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
み
な
さ
ん
へ


